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再申入れ兼再要請 

 

 

当団体は、貴社が販売する「しじみ習慣」のｗｅｂ上の表記について検討した結

果、貴社に対し、２０１５年１２月１６日付「申入れ、要請及び再お問い合わせ」

を送付し、貴社から、２０１６年１月１６日付で回答をいただきました（以下回答

書といいます）。そこで、当団体は、貴社からの回答書を検討いたしました結果、

貴社が販売する「しじみ習慣」のｗｅｂ上の表記やテレビコマーシャルに関して、

下記の通り【再申入れ】及び【再要請】をさせていただきます。 

なお、【再申入れ】は消費者契約法第１２条に規定される適格消費者団体として

の差止請求権に基づくものであり、【再要請】は、消費者契約法第１２条に基づく

ものではなく、消費者団体としての任意の要請です。 

つきましては、本「再申入れ兼再要請」に対する貴社のご回答を、２０１６年４

月○○日までに、書面にて当団体事務局まで送付いただきますようお願いいたしま

す。貴社の誠実かつ迅速な対応をお待ちしております。 

なお、すでに貴社にご連絡しております通り、本「再申入れ兼再要請」につきま

しては、公開の方式で行わせていただきます。したがって、本「再申入れ兼再要請」

の内容、及びそれに対する貴社のご回答の有無とその内容等は、すべて当団体ホー

ムページ等で公表いたしますので、その旨ご承知おきください。 

 

 



記 

 

【再申入れ】 

 

１ 申入れの趣旨 

   貴社ｗｅｂサイトやテレビコマーシャル、各種媒体において、「ギュッと凝

縮した」「超濃縮」「濃いエキスをぎゅっと濃縮」など、過度に濃縮したかのよ

うな表記を停止するよう求めます。 

２ 申入れの理由 

   貴社は、貴社ｗｅｂサイトやテレビコマーシャル、各種媒体において、「ギ

ュッと凝縮した」「超濃縮」「濃いエキスをぎゅっと濃縮」など、濃縮を強調さ

れた表記をされています。作業工程上濃縮されていることは間違いないのでし

ょうが、貴社は「しじみ習慣」の一粒当たりのしじみの含有量を明らかにされ

ていません。一方的にしじみが多く含有されているかの表記をされることは、

一般消費者に対し実際よりも著く優良であると示しているものであり、上記表

記は景品表示法第１０条１号に該当します。 

 

 

【再要請】 

 

１ 要請の趣旨 

貴社が提供する「しじみ習慣」一粒当たりに、しじみ何グラム分、あるいは

何個分のエキスが入っているのか、貴社Ｗｅｂサイトなどで表記するよう求め

ます。 

 

２ 要請の理由 

貴社が提供する「しじみ習慣」は、しじみを主成分とする加工食品です。貴

社もｗｅｂサイトにおいて、「昔から人々の健康を養ってきた「しじみ」の優

れた栄養素を丸ごと摂取する。」と、しじみが優れた食品であることを強調さ

れています。消費者は「しじみ習慣」そのものを摂取することを望んでいるの

ではなく、「しじみ習慣」を通じてしじみの栄養分を摂取することを期待して

いることは明らかです。そうである以上、消費者に“「しじみ習慣」一粒当た

りにしじみ何グラム分、あるいは何個分のエキスが入っているのか”は、消費

者が「しじみ習慣」を購入する上で、必要不可欠な情報です。実際当団体にお

いて外部の消費者４４名に「健康食品・サプリメントを購入する際、その主成

分が一粒（あるいは一回の摂取量）あたり、どれだけ入っているか、というこ



とを商品選択するにあたって考慮しますか」との質問のアンケートを取ったと

ころ、４２名が「考慮する」２名が「考慮しない」との結果でした。 

およそ自然の産物である以上、季節や個体差によるばらつきはある程度仕方

のないものです。例えば牛乳の乳脂肪分の表記は、「○．○％以上」と最低こ

れ以上、という数値が書かれています。消費者に対し、正確で分かりやすい情

報提供の工夫をされるよう求めます。 

 

以上 

 


